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令和５年度税制改正のお知らせ 

令和 5年度の税制大綱につきまして、重要と思われるものをお知らせ致します。 

＜個人所得課税＞ 

○ NISAの抜本的拡充と恒久化 

・非課税保有期間が無期限化され、口座開設可能期間も恒久的な措置となる。 

・一定の投資信託を対象とする長期・積立・分散投資の枠（「つみたて投資枠」）について、年間投資上限額 

が 40万円から 120万円に拡充される。 

・現行の一般ＮＩＳＡの役割を引き継ぐ「成長投資枠」を設けることとし、「成長投資枠」については、年間投資 

上限額が 120万円から 240万円に拡充されるとともに、「つみたて投資枠」との併用が可能となる。 

・非課税保有限度額を新たに設定した上で、1,800万円とし、「成長投資枠」については、その内数として

1,200万円となる。 
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＜法人課税＞ 

○ 中小企業者等の法人税率の特例の延長 

・中小企業者等の年 800 万円以下の所得金額にて適用される法人税の軽減税率 15％については、適用期限 

が 2 年延長され、令和 7 年 3 月 31 日までに開始する事業年度までの適用となる。 

○ 中小企業向け投資促進税制等の見直しおよび適用期限の延長 

・企業の設備投資を税制面から後押しする中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制について、一部 

の対象の資産(※1)が除外され、適用期限が 2 年延長される。 

※1 コインランドリー業（主要な事業であるものを除く。）の用に供する機械装置で、その管理のおお 

むね全部を他の者に委託するもの 

＜消費課税＞ 

 〇インボイス制度円滑化のための緩和措置追加 

  ・免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、納税額を売上税額の２割に 

軽減する激変緩和措置が令和 5 年 10 月から３年間講じられる。 

  ・基準期間（前々年・前々事業年度）における課税売上高が１億円以下である事業者については、令和 5 

年 10 月から 6 年間、1 万円未満の課税仕入れについてインボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入税額 

控除を可能となる。 

  ・少額な値引き等（1 万円未満）については、返還インボイスの交付が不要となる。 

   振込手数料の売り手負担(受取金額との相殺)がこれに該当する。 

雇用保険料率変更のお知らせ 

令和５年４月１日から令和６年３月 31 日までの雇用保険料率は以下のとおりです。 

給与計算の際にはご注意ください。 

 

 

詳しい内容、ご不明な点等ございましたら、お気軽に窓口担当者までお問い合わせください。 

 


